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契約事務あり方検討業務委託 

公募型プロポーザル説明書 

第１ 趣旨 

本公募型プロポーザル説明書は、契約事務あり方検討業務を委託する事業者を公募

型プロポーザル方式により選定するにあたり、その募集手続き等必要な事項を定める

ものとする。 
 

第２ 委託業務の概要 

１ 委託業務名 

   契約事務あり方検討業務委託 

２ 委託業務の内容 

   別紙「契約事務あり方検討業務委託に係る企画提案仕様書」（以下「仕様書」という。）

に記載のとおり。 

３ 委託上限額 

 ７，９２０，０００円（消費税及び地方消費税に相当する額を含む。） 

４ 委託期間 

   契約締結の日から令和８年３月２４日（火）まで 

５ 担当部局 

   〒６３０－８５０１ 奈良市登大路町３０番地 

   奈良県会計局総務課 調達契約係 

TEL：０７４２－２７－８９０８ 

FAX：０７４２－２６－２４１２ 

E-mail：somu-su@office.pref.nara.lg.jp 

 

第３ 参加資格 

   次に掲げる要件をすべて満たしていること。 

１ 地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４の規定に該当しな

い者であること。 

２ 参加申込書の提出時点において、奈良県物品購入等の契約に係る入札参加停止等

措置要領による入札参加停止の期間中でない者であること。 

３ 物品購入等に係る競争入札の参加資格等に関する規程（平成７年１２月奈良県告

示第４２５号）による競争入札参加資格者名簿に、営業種目Ｑ２「役務の提供（電

算業務）」又はＱ４「役務の提供（検査・分析・調査業務）」で登録されている者で

あること。（企画提案書提出時点において、当該登録が認められていれば可とする。） 

４ 過去５年間（令和２年度から令和６年度）において、国、地方公共団体又は民間

企業等から「契約に関する調査、支援業務」を受託し、誠実に履行した実績を有す

る者であること。 
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第４ 参加方法 

   本公募型プロポーザルへの参加を希望される場合、事前に参加申込書等を提出のう

え、企画提案書等を指定の期日までに提出すること。提出方法は、持参又は郵送によ

ることとし、郵送による場合は、書留郵便又はレターパックによるものとし、提出期

限必着とする。なお、提出された参加申込書等の内容、参加資格条件について審査し、

不適切な場合は非選定の通知を行う。 

１ 参加申込書等の提出 

⑴  提出期間 

   令和７年５月１２日（月）から令和７年５月２２日（木）まで 

   （開庁日のうち、午前９時から正午まで、午後１時から午後５時までの間とする。） 

⑵  提出場所 

「第２の５ 担当部局」と同じ 

⑶  提出方法 

持参又は郵送（書留郵便又はレターパック）に限る。郵送の際は、封筒に「契約

事務あり方検討業務委託 公募型プロポーザル参加申込書等在中」と朱書きするこ

と。 

⑷  提出書類 

以下の書類各１部（いずれもＡ４サイズとする。） 

   ア 公募型プロポーザル参加申込書【様式１】 

   イ 「会社概要」及び「契約に関する調査、支援業務受託実績」【様式２】 

   ウ 学識経験者に関する調書【様式３】 

⑸  その他 

参加申込書提出後に辞退する場合は、速やかに「第２の５ 担当部局」に連絡する

とともに、参加辞退届【様式８】（Ａ４サイズ）を提出すること。 

 

２ 企画提案書等の提出 

⑴  提出期間 

   令和７年５月２７日（火）から令和７年６月２日（月）まで 

   （開庁日のうち、午前９時から正午まで、午後１時から午後５時までの間とする。） 

⑵  提出場所 

   「第２の５ 担当部局」と同じ 

⑶  提出方法 

持参又は郵送（書留郵便又はレターパック）に限る。郵送の際は、封筒に「契約

事務あり方検討業務委託 企画提案書等在中」と朱書きすること。 

⑷  提出書類 

以下のア～エの書類各１０部（正本１部・副本９部） 

※正本１部には事業者（会社）名を記載し、副本９部には事業者（会社）名、ロ
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ゴマーク等事業者を特定できる情報を一切記載しないこと。 

ア 企画提案書（表紙）【様式５】 

     事業者欄、担当者欄は正本のみに記載すること。（以下、各様式において同じ。） 

    イ 企画提案書（本体）【任意様式 Ａ４サイズ 両面印刷可】 

図や表を含め(ｱ)及び(ｲ)を１５ページ以内で作成すること。（ただし、両面印

刷は２ページと数える。）また、文字サイズの標準サイズは１２pt 以上とする

こと。（図中等やむを得ない場合はこの限りではない。）なお、「企画提案書（本

体）」については、電子データ（ＰＤＦ形式）を「第２の５ 担当部局」のメー

ルアドレス宛に提出すること。提出後に受信確認の電話をすること。 

(ｱ) 目次 

・本文の項目及び頁を記載すること。 

(ｲ) 本文 

ａ 業務内容の理解度 

・業務目的、業務内容について十分に理解した上での提案をすること。 

ｂ 事業内容 

・他都道府県の標準契約書における各契約条文を集約したうえで分析し、

その分析結果を整理した資料を本県へ提供するが、「分析方法・分析結果

の整理方法」は具体的かつ効果的な内容の提案をすること。 

・「条文の用法」について調査し付記するコメントは、専門的知見やノウ

ハウに基づいた適切な支援を期待することができるものとなる提案をす

ること。 

・本県が開催する県庁職員向け説明会では、「自治体契約の実務に精通し

た」学識経験者（弁護士、大学教授等）が説明する契約事務に関する研修

を行う。研修内容は、県庁職員の契約事務に対する意識向上に繋がる提案

をすること。 

・本業務とあわせて実施を予定している会議体において生じる疑問や他

都道府県の事例について、適宜調査や情報収集する方法は具体的かつ効

果的な内容の提案をすること。 

・契約事務の支援体制の構築について助言を行う学識経験者（弁護士、

大学教授等）が「自治体契約の実務」に精通していることを説明するこ

と。 

・上記支援体制の構築については、他都道府県における契約事務の体制

を十分に把握しており、本県との比較を通じて、より効率的かつ効果的

な助言や提言を期待することができる提案をすること。 

ｃ 実施体制 

・本業務を円滑に遂行できるチーム体制を構築し、標準契約書の運用まで

のスケジュールを円滑に遂行できる体制であることを説明すること。 
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ｄ その他（独自提案） 

・本業務実施にあたって、本県で利用可能な契約事務の合理化・効率化を

図る技術・取組等について提案すること。 

・本業務を効率的かつ効果的に行うための提案者としてのアピールポイ

ントを記載すること。 

    ウ 委託業務実施体制【様式６】 

「イ 企画提案書（本体）」の(ｲ)ｃ実施体制に記載した従事者が担当する業務

及び経験年数、実績等について記載すること。 

    エ 見積書【様式７】 

提案内容にかかる見積金額を記載すること。 

見積金額の内訳を必ず記載すること。 

⑸  その他 

事業者１者につき１提案とすること。 

提案する企画にかかる費用の総額は「第２の３ 委託上限額」を越えないもの

とすること。 

一度提出された企画提案書等は、書き換え、差し替え又は撤回することはでき

ない。 

 

第５ 企画提案に関する質問の受付及び回答 

１ 質問の受付 

⑴  受付期間：公告日から令和７年５月１５日（木）午後４時まで 

⑵  質問方法：質問票【様式４】により、電子メール又はＦＡＸで「第２の５ 担当部

局」へ送付すること。また、送付後に受信確認の電話をすること。（口頭

又は電話での問合せは受け付けない。） 

⑶  質問事項は、様式１枚につき１問とし、簡潔に記載すること。 

⑷   電子メールでの送付の場合は、件名に「契約事務あり方検討業務委託質問票の送 

付」と表記すること。 

２ 質問への回答 

⑴  回答日時：令和７年５月１９日（月）午後４時（予定） 

⑵  回答方法：奈良県会計局総務課ホームページに掲載する。 

  HP ｱﾄﾞﾚｽ：https://www.pref.nara.jp/dd.aspx?menuid=12700 

※質問者への個別の回答は行わない。 

※公表の際、質問者名は明示しない。 

 

第６ 委託事業者の選定 

１ 企画提案書等の評価 

⑴   企画提案書等の評価は、契約事務あり方検討業務委託プロポーザル選定審査会（以
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下「審査会」という。）において、別表評価基準に基づき公正に審査を行うものとし、

審査は非公開で行う。 

⑵   提出のあった企画提案書等は、審査会においてプレゼンテーション及び質疑応答

を行う。 

⑶   プレゼンテーションの方法は、紙の企画提案書を用いる方法又は電子データをス

クリーンに投影する方法のどちらでも可とする。（電子データをスクリーンに投影す

る方法を希望する場合は、企画提案書（表紙）にチェックをすること。なお、その

場合であっても、「第４の２(4) 提出書類」で定める紙の企画提案書の提出を必須と

し、本県が各委員に企画提案書を配布して実施する。）また、企画提案書に係るプレ

ゼンテーションの補足資料について、プレゼンテーション当日の提出も可とする。

（プレゼンテーションの補足資料を提出する場合は、紙の資料を１０部持参するこ

と。） 

⑷  選定結果は、企画提案書等を提出した事業者のみに対して書面で通知する。 

⑸   審査会は、以下を予定しているが、留意事項を含む詳細については、対象者に対

して個別に通知する。 

ア 日時：令和７年６月５日（木）１０：００～（予定） 

イ 場所：奈良県会計局総務課入札室（奈良県庁情報管理棟地下１階西第２会  

議室） 

ウ ヒアリング時間：プレゼンテーション（２０分）、質疑応答（１５分） 

⑹   審査会には、管理責任者（必ず出席）、担当者（必要に応じて出席）が出席するこ

ととし、計３名までの出席を認める。 

２ 最優秀提案者の選定 

   企画提案書は、審査会において評価点方式による順位付けを行い、各委員の合計得

点の総計が満点の６割以上の者のうち最も高い得点を獲得した者で、かつ、審査会の

合議により認められた者を最優秀提案者として選定する。また、合計得点の総計が同

点の場合は、「事業内容－実施体制－その他（独自提案）－業務実績－価格－業務内容

の理解度」の順で点数の高い者を最優秀提案者とする。 

   提案者が１者の場合は、全ての項目について審査委員の評価の合計得点が満点の６

割以上であるか評価し、かつ、審査会の合議により認められた者を最優秀提案者とし

て選定する。 

３ 参加申込者が５者以上の場合 

   参加資格を有する参加申込者が５者以上の場合は、審査会に先立ち、書類選考を行

う。書類選考の審査基準は、別表評価基準のうち、【事業内容】＜「持続可能な契約事

務の支援体制の構築」に対するアドバイス支援①＞及び【業務実績】とし、その合計

得点が高い者から５者を選考する。また、合計得点が同点の場合は、「事業内容＜「持

続可能な契約事務の支援体制の構築」に対するアドバイス支援①＞－業務実績」の順

で得点の高い者を選考する。書類選考の結果については、別途通知を行う。 
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４ 事業者との契約 

⑴  最優秀提案者として選定された者と速やかに契約締結の協議を行う。 

⑵   選定された者は、通知があり次第、本県担当者と打合せを行い、委託業務契約を

締結した後、速やかに業務に着手すること。 

⑶   企画提案書でなされた有効な提案については、本県の指示のもと、必ず実施する

こと。 

⑷   採択された事業計画・事業提案は、本県との協議等により、修正又は変更を行う

場合がある。 

⑸   契約の相手方は、契約保証金として契約金額の１００分の１０に相当する額以上

の金額を契約締結前に納付しなければならない。ただし、奈良県契約規則（昭和３

９年５月奈良県規則第１４号）第１９条第１項各号のいずれかに該当する場合は、

契約保証金の全部又は一部を免除する場合がある。 

⑹   最優秀提案者の選定後、契約締結までの間に、最優秀提案者が次のいずれかに該

当すると認められるときは、契約を締結しないものとする。 

ア 役員等（法人にあっては非常勤を含む役員及び支配人並びに支店又は営業 

所の代表者、その他の団体にあっては法人の役員と同等の責任を有する者、個

人にあってはその者及び支配人並びに支店又は営業所を代表する者をいう。以

下同じ。）が暴力団員（暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成

３年法律第７７号。以下「暴対法」という。）第２条第６号に規定する暴力団員

をいう。以下同じ。）であるとき。 

イ 暴力団（暴対法第２条第２号に規定する暴力団をいう。以下同じ。）又は暴力

団員が経営に実質的に関与しているとき。 

ウ 役員等が、自社、自己若しくは第三者の不正な利益を図り、又は第三者に  

損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用しているとき。 

エ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を提供し、又は便宜を供与す

るなど直接的若しくは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、又は関与してい

るとき。 

オ 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有している 

とき。 

カ 本契約に係る下請契約又は資材、原材料の購入契約等の契約（以下「下請  

契約等」という。）に当たって、その相手方が上記アからオまでのいずれかに該

当することを知りながら、当該者と契約を締結したとき。 
キ 本契約に係る下請契約等に当たって、上記アからオまでのいずれかに該当す

る者をその相手方としていた場合（上記カに該当する場合を除く。）において、

本県が本県との契約の相手方に対して下請契約等の解除を求め、契約の相手方

がこれに従わなかったとき。 

ク 本契約の履行に当たって、暴力団又は暴力団員から不当介入を受けたにもか 
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かわらず、遅滞なくその旨を本県に報告せず、又は警察に届け出なかったとき。 

 

第７ その他 

１ 企画提案書等及び契約手続きにおいて使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国

通貨に限る。 

２ 提出書類は、本業務最優秀提案者の選定以外に事業者に無断で使用しないものとす

る。ただし、最優秀提案者として選定された事業者の提出書類については、最優秀提

案者選定後、一定期間、ホームページでの公表等に使用することがある。 

３ 提出書類は、最優秀提案者の選定を行うために必要な範囲又は公開等の際に複製を

作成することがある。 

４ 提出書類は、返却しないものとする。 

５ 本公募型プロポーザルに要した費用については、全て事業者が負担するものとする。 

６ 本公募型プロポーザルの実施は、最優秀提案者の選定を目的とするものであり、契

約後においては、本県と協議を重ねながら計画策定を行うことになるため、提出書類

の内容をそのまま実施することを約束するものではない。 

７ 契約額は、見積書に記載された見積額がそのまま採用されるのではなく、最優秀提

案者との協議により業務内容を確定した後に決定する。なお、この協議が不調に終わ

った場合は、審査において次点となった事業者と同様の手続を行うものとする。 

８ 選定結果として、企画提案書等を提出した者の名称や審査結果概要等の情報公開を

行うことを了知すること。 

９ その他の定めのない事項については、地方自治法、同法施行令その他関係法令及び

奈良県会計規則その他の奈良県が制定する関係条例、規則等に従うものとする。 


